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１ 共通事項 

  本作業仕様書に記載のない仕様については、令和７年１２月版の水道部施設課作業一般仕様

書（委託）による。 

  見積書は消費税抜きの金額が分かるよう明示し、宛名を「京都市公営企業管理者 上下水道

局長」とする。本見積における消費税率は１０％とする。 

 

２ 作業概要 

  本作業は、新山科浄水場ポンプ棟からの排水管が通水阻害をおこしているため、高圧水噴射

により管内の汚れを洗浄し、通水阻害を解消する目的で実施する。 

 

３ 作業場所 

  京都市山科区勧修寺丸山町1番地 新山科浄水場 

 

４ 完成期限 

  令和８年９月１８日とする。 

 

５ 施設の概要 

 ⑴ ポンプ棟地下２階～場内南側斜面 

 ・排 水 溝：幅０．７ｍ×深さ２．２ｍ（排水溝床に排水ピットあり） 

・排水ピット：奥行き０．４ｍ×幅０．４ｍ×深さ０．９ｍ 

・排 水 管：硬質ポリ塩化ビニル管φ２００ｍｍ×延長８５ｍ（排水管の吞口前面に固

定の鉄格子あり） 

 ⑵ 場内南側斜面内 

 ・分 水 桝：鉄筋コンクリート造（桝内にステンレス製堰板あり） 

・桝 寸 法：奥行き※０．８ｍ×幅０．６ｍ×深さ１．８ｍ（内寸） 

※堰上流側０．２ｍ＋堰下流側０．６ｍ 

・堰 板 寸 法：幅０．６ｍ×高さ０．８５ｍ×厚さ６ｍｍ（堰板に止水プラグあり） 

 

６ 作業内容 

 ⑴ 管内清掃 

   高圧水噴射により管内の汚れを洗浄し通水阻害を解消する。 

 なお、ポンプ棟地下２階の排水ピット内にある排水管の吞口部は、その前面に鉄格子が設

置されており取外しが出来ないため、場内南側斜面内の分水桝内から上流側へ向けての洗浄

作業とする。 



 作業延長は１０ｍ程度とするが、通水阻害が解消されない場合は１０ｍ毎に作業範囲を拡

大し、最大５０ｍまでを作業範囲とする。 

 なお、管内には常時地下水（清水）が流れており満水状態である。 

⑵ 止水プラグの取外し・設置 

 管内清掃の実施に先立ち、分水桝内の堰板にある止水プラグ（径φ１００ｍｍ）を取り外す。

止水プラグの位置は、ポンプ棟から続く排水管（径φ２００ｍｍ）吐出し口の前面である。 

 管内清掃終了後、止水プラグを再設置する（現発品再使用）。設置時は、漏水なく確実に取

り付けること。 

 

７ その他 

 ⑴ 保護具（ヘルメット、マスク、保護メガネ等）を着用すること。また、浄水場関係者に危

険が及ばないよう安全管理を行うこと。 

⑵ 浄水場の施設に影響、損傷等を及ぼさないよう十分注意して作業を行うこと。 

 なお、施設等に損傷を及ぼした場合は、受注者の責任において補償すること。 

⑶ 浄水場内で他工事により作業に支障が出る場合は、監督員及びその施工業者の責任者と協

議を行うこと。 

⑷ 分水桝の下流側は道路側溝を介して河川に繋がっているため、排水管の洗浄排水は水中ポ

ンプで回収する等、洗浄排水が下流へ流れないような対策を検討すること。 

⑸ 作業終了後は、必ず後片付け清掃を行うこと。 

⑹ 作業終了後は、写真を含めた作業報告書を提出すること。 
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